
佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議会の設置及び委員の選任について 

 

 

１ 協議会の設置について 

 

スポーツ庁・文化庁による「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等

に関する総合的なガイドライン」において、学校部活動については令和５年度か

ら令和７年度までの３年間を改革推進期間として地域連携・地域移行に取り組

みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すものとされている。 

このことから、佐久市においても「佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議

会（準備会）」から「佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議会」へと組織を

改め、本格的な議論を進めることとする。 

 

佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議会（準備会） 

→   佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議会 

 

 

２  協議会設置要綱について 

 

 協議会の組織のため、別紙（資料１-２）のとおり佐久市立中学校運動部活動の地域

移行協議会設置要綱（以下、「要綱」という）を定めるものとする。（令和５年２月２２日に

佐久市教育委員会定例会において承認済） 

 

 

３  委員の選任について 

 

 要綱第３条により、委員を組織するものとする。委員については別紙（資料１-３）のと

おり選任する。 

 また、要綱第５条により、会長及び副会長各 1人を選出する。 

 

資料１-１ 



 

佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議会設置要綱 

 

（設置）  

第１条  佐久市立中学校（以下「市立中学校」という。）の生徒が少

子化の中でも将来にわたり、スポーツに継続して親しむことができる

機会を確保するため、運動部活動の在り方を検討する佐久市立中学校

運動部活動の地域移行協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

（任務）  

第２条  協議会は、運動部活動の地域移行に関する次の事項につい

て協議及び検討を行う。  

（１）運動部活動の地域移行に係る方向性に関する事項  

（２）運動部活動の地域移行に係る具体的施策に関する事項  

（３）前２号に掲げるもののほか、運動部活動の地域移行に関し必

要な事項  

（組織）  

第３条  協議会は、委員３０人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選任する。  

（１）識見を有する者  

（２）地域スポーツ団体の代表者  

（３）市立中学校長  

（４）前３号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者  

（任期）  

第４条  委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長）  

第５条  協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によ

り選出する。  

２  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務

を代理する。  

（会議）  

第６条  協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。  

 

資料１-２ 



 

２  協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求

めることができる。  

（専門部会）  

第７条  専門的な事項について協議し、及び検討するため、必要に

応じて専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。  

２  部会は、会長が指名する者をもって組織する。  

３  部会に、部会長及び副部会長各１人を置き、部会に属する委員

の互選により選出する。  

４  部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の状況及び結果を

会長に報告する。  

５  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。  

６  前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長が

別に定める。  

（庶務）  

第８条  協議会の庶務は、社会教育部スポーツ課において処理する。 

（その他）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な

事項は、別に定める。  

附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  



№ 氏　名 所属等

1 原　拓男
識見者（アテネオリンピックバスケットボール競技・女子選手団長、
元教育長職務代理）

2 宮島　卓朗 佐久市立浅間中学校　校長

3 塚田　直道 佐久市立野沢中学校　校長

4 北垣内　博 佐久市立中込中学校　校長

5 芝野　崇 佐久市立東中学校　校長

6 小林　新治 佐久市立臼田中学校　校長

7 佐藤　元昭 佐久市立浅科中学校　校長

8 山中　美佳 佐久市立望月中学校　校長

9 伊坂　倉一 （特非）佐久市スポーツ協会　会長

10 大塚　寛美 佐久市スポーツ推進委員　会長

11 篠原　一郎 ＮＰＯ法人もちづき総合型クラブ　理事長

12 荻原　和章 ＮＰＯ法人もちづき総合型クラブ　

13 土屋　岳 岸野スポーツクラブ 会長

14 原　暁生 佐久平バレーボール協会

15 澤尾　光弘 佐久バスケットボール協会　理事長

16 沼田　浩人
佐久サッカー協会
（（特非）佐久市スポーツ協会　サッカー部　部長）

17 塩川　元弘 佐久地区剣道連盟　会長

18 小林　英明 合唱指導者

19 荻原　周子 合唱指導者

20 柿沼　宏直 東信教育事務所　生涯学習課

佐久市立中学校運動部活動の地域移行協議会　委員名簿
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